
１　事業区分 ２　基準額 ３　対象経費

別表２　Ｂ表（即応病床使用率（前３ヶ月間）が県の平均を当該平均の30％を超えて下回る場合）

（１）新型コロナウイ
ルス感染症対策事業

知事が必要と認めた額

【上限額】
・病床確保料
　①協力医療機関
  ※協力医療機関の病床確保料は令和４年９月
　30日までを対象とする。
　・稼働病床の病床確保料
　　ICU　１床当たり211,000円／日
　　HCU　１床当たり148,000円／日
　　上記以外の病床
　　　　　１床当たり36,000円／日

　・休止病床の病床確保料（即応病床１床
    あたり２床まで（ＩＣＵ・ＨＣＵ病床
    は４床まで））
　　ICU　１床当たり211,000円／日
　　HCU　１床当たり148,000円／日
　　療養病床　１床当たり11,000円／日
　　上記以外の病床
　　　　　１床当たり36,000円／日

　②その他知事が認める者
  ・稼働病床の病床確保料
　　ICU内の病床を確保する場合
　　　　　　　１床当たり68,000円／日
　　重症患者又は中等症患者を受け入
　　れ、酸素投与及び呼吸モニタリング
　　などが可能な病床を確保する場合
　　　　　　　１床当たり29,000円／日
　　上記以外の場合
　　　　　　　１床当たり11,000円／日
　・休止病床の病床確保料（即応病床１床
    あたり２床まで（ＩＣＵ・ＨＣＵ病床
    は４床まで））
　　ICU内の病床を確保する場合
　　　　　　　１床当たり68,000円／日
　　重症患者又は中等症患者を受け入
　　れ、酸素投与及び呼吸モニタリング
　　などが可能な病床を確保する場合
　　　　　　　１床当たり29,000円／日
　　療養病床　１床当たり11,000円／日
　　上記以外の場合
　　　　　　　１床当たり11,000円／日
　　※新型コロナウイルス感染症患者の受
      入病床が逼迫する中で、県の確保病
      床の選択肢を広げる観点から、県か
      ら新型コロナウイルス感染症患者を
      受け入れる病床として割り当てられ
      た療養病床については、一般病床と
　　　みなして、病床確保料の対象とす
　　　る（補助上限額は上記と同じ）。

病床確保に係る経費

委託料、補助及び交付金、病床確
保料



１　事業区分 ２　基準額 ３　対象経費

　

（２）新型コロナウイ
ルス感染症重点医療機
関体制整備事業

知事が必要と認めた額

【上限額】
①重点医療機関である特定機能病院等
・稼働病床の病床確保料
　ICU　１床当たり305,000円／日
　HCU　１床当たり148,000円／日
　上記以外の病床
　　　　１床当たり52,000円／日

・休止病床の病床確保料（即応病床１床あ
  たり２床まで（ＩＣＵ・ＨＣＵ病床は４
  床まで））
　ICU　１床当たり305,000円／日
　HCU　１床当たり148,000円／日
　療養病床　１床当たり11,000円／日
　上記以外の病床
　　　　１床当たり52,000円／日

　※特定機能病院等とは、特定機能病院及び
　　特定機能病院と同程度に新型コロナウイ
　　ルス感染症の重症患者を受け入れている
　　医療機関とする。特定機能病院と同程度
　　に新型コロナウイルス感染症の重症患者
　　を受け入れている医療機関は、具体的に
　　は、令和２年４月以降に、体外式膜型人
　　工肺による治療を行う患者が延べ３人以
　　上の月又は人工呼吸器による治療を行う
　　患者が延べ10人以上の月がある医療機関
　　とする。

②重点医療機関である一般病院
・稼働病床の病床確保料
　ICU　１床当たり211,000円／日
　HCU　１床当たり148,000円／日
　上記以外の病床
　　　　１床当たり50,000円／日

・休止病床の病床確保料（即応病床１床あ
  たり２床まで（ＩＣＵ・ＨＣＵ病床は４
  床まで））
　ICU　１床当たり211,000円／日
　HCU　１床当たり148,000円／日
　療養病床　１床当たり11,000円／日
　上記以外の病床
　　　　１床当たり50,000円／日

委託料、補助及び交付金、病床確
保料


